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国立大学法人東京農工大学組織運営規則の一部改正 

国立大学法人東京農工大学組織運営規則を次のとおり改正する。 

現行 改正 備考 

本則 本則 

 

第 2章 組織 第 2章 組織 

(大学院) 

第 4条 (略) 

(大学院) 

第 4条 (略) 

2 大学院に、農学研究院、工学研究院、工学府、農学府、生物システム

応用科学府、連合農学研究科及び技術経営研究科を置く。 

2 大学院に、農学研究院、工学研究院、工学府、農学府、生物システム

応用科学府及び連合農学研究科を置く。 

3～6 (略) 3～6 (略) 

第 3章 役員等 第 3章 役員等 

(副学長) 

第 14条 本学に、副学長 4人を置く。 

(副学長) 

第 14条 本学に、副学長を置く。 

2 副学長は、理事が兼ねるものとする。 2 副学長は、理事又は次条に規定する職員をもって充てる。 

(新設) 3 副学長の任期は、2年とする。ただし、副学長の任期の末日は、当該

副学長を任命した学長の任期の末日以前でなければならない。  

3 (略) 4 (略) 

第 4章 職員 第 4章 職員 

(教育職員の所属等) 

第 16条 教育職員は、原則として次に掲げる各号のいずれかの組織に所

属するものとする。 

(教育職員の所属等) 

第 16条 教育職員は、原則として次に掲げる各号のいずれかの組織に所

属するものとする。 
 

(1)～(6) (略) (1)～(6) (略) 

(7) 技術経営研究科 (削る) 

(8) (略) (7) (略) 

(9) (略) (8) (略) 

(10) (略) (9) (略) 

(11) (略) (10) (略) 

(12) (略) (11) (略) 

(13) (略) (12) (略) 

(14) (略) (13) (略) 
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(15) (略) (14) (略) 

(16) (略) (15) (略) 

(17) (略) (16) (略) 

2・3 (略) 2・3 (略) 

第 5章 本部の組織及び運営 第 5章 本部の組織及び運営 

(新設) (教員評価機構) 

第 20条の 2 本学に、教育職員の教育・研究力等の適正な評価を行うた

め、教員評価機構を置く。 
 

 2 教員評価機構について必要な事項は、別に定める。 

第 6章 部局の組織及び運営 第 6章 部局の組織及び運営 

(部局長) 

第 22条 第 4条に規定する大学院の研究院、学府及び研究科並びに第 5

条に規定する学部を部局とし、当該部局に次の部局長を置く。 

(部局長) 

第 22条 第 4条に規定する大学院の研究院、学府及び研究科並びに第 5

条に規定する学部を部局とし、当該部局に次の部局長を置く。 
 

(1)～(6) (略) (1)～(6) (略) 

(7) 技術経営研究科長 (削る) 

(8) (略) (7) (略) 

(9) (略) (8) (略) 

(副部局長) 

第 23条 部局長を補佐するため、当該部局に次の副部局長を置く。 

(副部局長) 

第 23条 部局長を補佐するため、当該部局に次の副部局長を置く。  

(1)～(6) (略) (1)～(6) (略) 

(7) 技術経営研究科副科長 (削る) 

(8) (略) (7) (略) 

(9) (略) (8) (略) 

 

別表(第 6条第 2項及び第 3項関係) 

 

別表(第 6条第 2項及び第 3項関係)  

組織及び施設の名称 

(略) 

アグロイノベーション高度人材養成センター

(略) 
 

組織及び施設の名称

(略) 

(削る) 

(略) 

 

附 則（経教規則第 1号） 

この規則は、平成 26年 4月 1日から施行する。ただし、第 20条の 2の改正規定は、平成 26年 3月 17日から施行する。 


